
個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

個人情報ファイル簿

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

本人以外から文書で収集

含まない

―

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

八幡市選挙管理委員及び補充員の名簿

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

委員の公表、委員への通知、連絡、報酬の支払い

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5電話番号

議会選出委員

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル）
令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

□　法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2生年月日、3住所

個人情報ファイル簿

新有権者名簿

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

選挙の啓発カード及び啓発物品の送付

実施なし

18歳の誕生日を迎える八幡市民

他の実施機関から収集（イントラネット）

含まない

―

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2住所、3電話番号

個人情報ファイル簿

八幡市明るい選挙推進協議会委員名簿

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

委員の公表、委員への通知、連絡、報酬の支払い等

実施なし

八幡市明るい選挙推進協議会委員

本人から口頭及び同一実施機関から電磁的記録で収集

含まない

―

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2生年月日、3住所

個人情報ファイル簿

裁判員候補者予定者選定録

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

地方裁判所への候補者予定者名簿の送付

実施なし

裁判員候補者予定者

同一実施機関から電磁的記録で収集

含まない

京都地方裁判所

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2生年月日、3性別

個人情報ファイル簿

在外選挙人名簿及び抄本

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

在外投票の受付、閲覧対応

実施なし

公職選挙法第30条の4に該当する者

他の行政機関から文書で収集

含まない

―

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2住所、3生年月日、4本籍・国籍

個人情報ファイル簿

検察審査員候補者予定者選定録

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

検察審査会事務局への候補者予定者名簿の送付

実施なし

検察審査員候補者予定者

同一実施機関から電磁的記録で収集

含まない

京都検察審査会事務局

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2住所、3電話番号

個人情報ファイル簿

選挙人名簿抄本の閲覧申請

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

選挙人名簿抄本の閲覧状況公表のため

実施なし

選挙人、公職の候補者となろうとする者（公職にある者含む）、政
党その他の政治団体、政治又は選挙に関する調査研究の実施者

又は法人

本人からの申請

含まない

―

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない



個人情報ファイル名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きは、その旨

備考

1氏名、2住所、3電話番号

個人情報ファイル簿

後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類に係る証票交付台帳

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

証票交付状況の把握

実施なし

公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者または後援
団体

本人からの申請

含まない

―

（名称）八幡市選挙管理委員会事務局
（所在地）〒614-8501　八幡市八幡園内75番地

（法令）
（内容）

個人情報ファイルの種別

☑　法第60条第２項第１号
　　　（電算処理ファイル） □　法第60条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）令第21条第７項に該当するファイル
□有　　☑無

非該当

実施なし

実施なし

実施なし

含まない


